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(57)【要約】
【課題】液体洗剤であってもその洗剤量を正確に検知す
ることができる洗濯機及び液体洗剤量検知方法を提供す
る。
【解決手段】液体洗剤量検知部６４が、給水機構による
給水開始後において水が前記一対の電極５１に接触した
時点から所定時間経過するまでの期間である接触直後期
間において測定された導電率に基づいて液体洗剤量を検
知するように構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗濯槽と、
　前記洗濯槽に水を供給するための給水経路と、
　前記給水経路に対して液体洗剤を自動で投入する液体洗剤自動投入機構と、
　前記給水経路に対して給水し、前記液体洗剤自動投入機構により前記給水経路に投入さ
れた液体洗剤を水とともに前記洗濯槽へと注入する給水機構と、
　前記排水弁が設けられており、前記洗濯槽から水を排水するための排水経路と、
　前記排水経路と連通するとともに、前記洗濯槽の外側を覆うように設けられた外槽と、
　前記排水経路、又は、前記外槽の下部において前記排水経路の近傍に設けられた一対の
電極からなる導電率測定器と、
　前記導電率測定器において測定される導電率に基づいて、前記液体洗剤自動投入機構に
より投入された液体洗剤量を検知する液体洗剤量検知部と、を備え、
　前記液体洗剤量検知部が、前記給水機構による給水開始後において水が前記一対の電極
に接触した時点から所定時間経過するまでの期間である接触直後期間において測定された
導電率に基づいて液体洗剤量を検知するように構成されていることを特徴とする洗濯機。
【請求項２】
　前記所定時間が、前記一対の電極に水が接触してから前記導電率測定器において測定さ
れる導電率の変化が略存在しなくなるまでにかかる時間以下に設定されている請求項１記
載の洗濯機。
【請求項３】
　前記液体洗剤量検知部が、前記接触直後期間内における前記導電率測定器で測定される
導電率の変化量から液体洗剤量を検知する請求項１又は２記載の洗濯機。
【請求項４】
　前記液体洗剤量検知部において検知された液体洗剤量に基づいて、前記液体洗剤自動投
入機構の異常を検知する異常検知部をさらに備えた請求項１乃至３いずれかに記載の洗濯
機。
【請求項５】
　前記液体洗剤量検知部が、１又は複数の洗剤量判定閾値を記憶する閾値記憶部と、前記
洗剤量判定閾値と前記接触直後期間において前記導電率測定器により測定される導電率に
基づいて、洗剤量の値を判定する洗剤量判定部とを具備する請求項１乃至４いずれかに記
載の洗濯機。
【請求項６】
　前記液体洗剤自動投入機構により投入される液体洗剤の種類又は銘柄を受け付ける種類
・銘柄受付部をさらに備え、
　前記液体洗剤量検知部が、前記種類・銘柄受付部において受け付けられた液体洗剤の種
類又は銘柄に基づいて、洗剤量又は洗剤量判定閾値を補正する請求項１乃至５いずれかに
記載の洗濯機。
【請求項７】
　前記液体洗剤自動投入機構が、液体洗剤の投入時間の長短によって投入される液体洗剤
量を制御するものであり、
　前記液体洗剤量検知部において検知された洗剤量に基づいて前記投入時間を補正するよ
うに構成されている請求項１乃至６いずれかに記載の洗濯機。
【請求項８】
　前記接触直後期間の長さが、前記給水機構により洗浄工程において設定水位まで給水さ
れるのにかかる時間の略１／５に設定されている請求項１乃至７いずれかに記載の洗濯機
。
【請求項９】
　洗濯槽と、前記洗濯槽に水を供給するための給水経路と、前記給水経路に対して液体洗
剤を自動で投入する液体洗剤自動投入機構と、前記給水経路に対して給水し、前記液体洗
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剤自動投入機構により前記給水経路に投入された液体洗剤を水とともに前記洗濯槽へと注
入する給水機構と、前記排水弁が設けられており、前記洗濯槽から水を排水するための排
水経路と、前記排水経路と連通するとともに、前記洗濯槽の外側を覆うように設けられた
外槽と、前記排水経路、又は、前記外槽の下部において前記排水経路の近傍に設けられた
一対の電極からなる導電率測定器と、を備えた洗濯機に用いられる前記導電率測定器にお
いて測定される導電率に基づいて、前記液体洗剤自動投入機構により投入された液体洗剤
量を検知する液体洗剤量検知方法であって、
　前記給水機構による給水開始後において水が前記一対の電極に接触した時点から所定時
間経過するまでの期間である接触直後期間において測定された導電率に基づいて液体洗剤
量を検知することを特徴とする液体洗剤量検知方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗剤を自動投入する洗剤自動投入機構と、投入された洗剤量を検知する洗剤
量検知部を備えた洗濯機及び洗剤量検知方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、洗剤を自動で投入する洗剤自動投入機構を備えた洗濯機については、粉末洗剤、
液体洗剤とも既に提供されている。
【０００３】
　さらにこのような洗剤自動投入機構は、洗濯物の量や設定されている水位に応じて適切
な洗剤量を投入するように構成されているものもある。
【０００４】
　ところで、洗剤には２倍濃縮タイプ等の様々な種類の洗剤があるため、一律に適切な洗
剤量は定まらない。また、特に粉末洗剤等であれば、湿度や温度の状態を受けやすく、洗
剤自動投入機構が同じ動作を行ったとしても同じ洗剤量が投入されないこともある。この
ため、特許文献１に示される洗濯機等では、洗濯槽中の洗濯水に含まれる洗剤量や洗剤量
を洗濯水の濁度（透過度）や導電率に基づいて検知し、その検知結果を前記洗剤自動投入
機構へフィードバックすることにより常に適切な量の洗剤が投入されるようにしている。
【０００５】
　しかしながら、上述したような洗剤量の検知方法については粉末洗剤についてはうまく
適用することができるものの、液体洗剤については洗濯水における洗剤濃度が異なってい
ても、その濃度の違いが濁度や導電率に非常に表れにくく、洗剤濃度の検出精度が極めて
低いという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－３９６７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は上述したような問題を鑑みてなされたものであり、液体洗剤であって
もその洗剤量を正確に検知することができる洗濯機及び液体洗剤量検知方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、本発明の洗濯機は、洗濯槽と、前記洗濯槽に水を供給するための給水経路と
、前記給水経路に対して液体洗剤を自動で投入する液体洗剤自動投入機構と、前記給水経
路に対して給水し、前記液体洗剤自動投入機構により前記給水経路に投入された液体洗剤



(4) JP 2014-108304 A 2014.6.12

10

20

30

40

50

を水とともに前記洗濯槽へと注入する給水機構と、前記洗濯槽から水を排水するための排
水経路と、前記排水経路と連通するとともに、前記洗濯槽の外側を覆うように設けられた
外槽と、前記排水経路、又は、前記外槽の下部において前記排水経路の近傍に設けられた
一対の電極からなる導電率測定器と、前記導電率測定器において測定される導電率に基づ
いて、前記液体洗剤自動投入機構により投入された液体洗剤量を検知する液体洗剤量検知
部と、を備え、前記液体洗剤量検知部が、前記給水機構による給水開始後において水が前
記一対の電極に接触した時点から所定時間経過するまでの期間である接触直後期間におい
て測定された導電率に基づいて液体洗剤量を検知するように構成されていることを特徴と
する。
【０００９】
　また、本発明の液体洗剤量検知方法は、洗濯槽と、前記洗濯槽に水を供給するための給
水経路と、前記給水経路に対して液体洗剤を自動で投入する液体洗剤自動投入機構と、前
記給水経路に対して給水し、前記液体洗剤自動投入機構により前記給水経路に投入された
液体洗剤を水とともに前記洗濯槽へと注入する給水機構と、前記洗濯槽から水を排水する
ための排水経路と、前記排水経路と連通するとともに、前記洗濯槽の外側を覆うように設
けられた外槽と、前記排水経路、又は、前記外槽の下部において前記排水経路の近傍に設
けられた一対の電極からなる導電率測定器と、を備えた洗濯機に用いられる前記導電率測
定器において測定される導電率に基づいて、前記液体洗剤自動投入機構により投入された
液体洗剤量を検知する液体洗剤量検知方法であって、前記給水機構による給水開始後にお
いて水が前記一対の電極に接触した時点から所定時間経過するまでの期間である接触直後
期間において測定された導電率に基づいて液体洗剤量を検知することを特徴とする。
【００１０】
　ここで、「液体洗剤量を検知する」とは、水の中に液体洗剤が含まれているかどうかを
検知する、水の中に含まれる液体洗剤量の値を検知する、又は、水の中に含まれる液体洗
剤の濃度の値を検知することを含む概念である。
【００１１】
　このようなものであれば、前記接触直後期間において前記導電率測定器により測定され
た導電率に基づいて前記液体洗剤量検知部が液体洗剤量を検知するように構成されている
ので、前記洗濯槽内に水が注入され始めた直後であり、水の中において液体洗剤が高濃度
状態で存在する間に測定された導電率を使うことができる。したがって、通常使用される
洗浄工程での規定水量での濃度近傍では液体洗剤の場合、濃度の違いが導電率に違いが表
れにくいが、本発明は高濃度状態の液体洗剤の導電率を使用するので、液体洗剤量の違い
を導電率の違いとして検出することができる。
【００１２】
　これらのことから、従来導電率を測定しても液体洗剤量を正確に測定できなかったとこ
ろを本発明であれば正確に精度よく検知することができる。
【００１３】
　前記接触直後期間を水の中における液体洗剤の濃度が高濃度状態であり、導電率にその
違いが表れやすい期間にのみ限定して、正確に液体洗剤量を検知できるようにするには、
前記所定時間が、前記一対の電極に水が接触してから前記導電率測定器において測定され
る導電率の変化が略存在しなくなるまでにかかる時間以下に設定されていればよい。
【００１４】
　給水機構により供給される水の硬度の違いにより、液体洗剤量の検知精度が影響される
のを防ぐには、前記液体洗剤量検知部が、前記接触直後期間内における前記導電率測定器
で測定される導電率の変化量から液体洗剤量を検知するものであればよい。
【００１５】
　前記液体洗剤自動投入機構が故障している、あるいは、液体洗剤自動投入機構における
液体洗剤のストックが切れている等の異常を検知し、速やかにユーザに伝達できるように
するには、前記液体洗剤量検知部において検知された液体洗剤量に基づいて、前記液体洗
剤自動投入機構の異常を検知する異常検知部をさらに備えたものでればよい。
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【００１６】
　液体洗剤量として、その量の値そのものや濃度の値を得るための前記液体洗剤量検知部
の具体的な構成例としては、前記液体洗剤量検知部が、１又は複数の洗剤量判定閾値を記
憶する閾値記憶部と、前記洗剤量判定閾値と前記接触直後期間において前記導電率測定器
により測定される導電率に基づいて、洗剤量の値を判定する洗剤量判定部とを具備するも
のが挙げられる。
【００１７】
　液体洗剤の濃縮タイプ等の種類の違いや、銘柄による特性の違いを考慮して、正確に液
体洗剤量を検知できるようにするには、前記液体洗剤自動投入機構により投入される液体
洗剤の種類又は銘柄を受け付ける種類・銘柄受付部をさらに備え、前記液体洗剤量検知部
が、前記種類・銘柄受付部において受け付けられた液体洗剤の種類又は銘柄に基づいて、
洗剤量又は洗剤量判定閾値を補正するものであればよい。
【００１８】
　洗浄工程における規定水位に対して適切な量の液体洗剤が前記液体洗剤自動投入機構に
より投入され、好ましい洗浄能力が得られるようにするには、前記液体洗剤自動投入機構
が、液体洗剤の投入時間の長短によって投入される液体洗剤量を制御するものであり、前
記液体洗剤量検知部において検知された洗剤量に基づいて前記投入時間を補正するように
構成されていればよい。
【００１９】
　液体洗剤であっても導電率に違いが表れやすい液体洗剤の高濃度状態の具体的な目安と
しては、規定水位における推奨濃度の５倍程度の濃度が挙げられる。このような高濃度状
態において測定される導電率に基づいて液体洗剤量を検知するための具体的な構成として
は、前記接触直後期間の長さが、前記給水機構により洗浄工程において設定水位まで給水
されるのにかかる時間の略１／５に設定されているものが挙げられる。
【発明の効果】
【００２０】
　このように本発明の洗濯機及び液体洗剤量検知方法によれば、液体洗剤が大幅に希釈さ
れる前の状態であり、水が洗濯槽に注入開始された直後の高濃度状態の液体洗剤の導電率
に基づいて液体洗剤量を検知するように構成されているので、従来検知精度の低かった液
体洗剤についても好適にその量や濃度を検知することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る洗濯機を示す模式的構成図。
【図２】同実施形態における洗濯機の液体洗剤量検知に関する動作を示すフローチャート
。
【図３】同実施形態における給水開始後の導電率の変化を示すグラフ。
【図４】同実施形態における液体洗剤投入量の異常検知例を示すグラフ。
【図５】本発明の別の実施形態に係る洗濯機での液体洗剤量の検知方法を示すグラフ。
【図６】通常濃度時と１０倍濃度時のインピーダンスの違いを示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の一実施形態に係る洗濯機１００について図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　前記洗濯機１００は、図１に示すようにユーザが予め所定量の液体洗剤を測って洗濯槽
４内に供給しなくてもよいように、液体洗剤自動投入機構２を備えた斜めドラム型の洗濯
機１００である。
【００２４】
　この洗濯機１００は、図１に示すように筐体ＢＤ上部に設けられており、外槽３内に収
容された洗濯槽４に供給される水を流すための給水経路Ｌ１から洗濯槽４内に水が注入さ
れ、洗濯槽４内の水は筐体ＢＤ下部に設けられた排水経路Ｌ２を介して外部へと排水でき
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るように構成してある。この排水経路Ｌ２上には、開閉制御可能な排水弁（図示しない）
が設けられており、洗浄工程においては排水弁が閉止されて前記洗濯槽４内に水が貯めら
れるようにしてある。そして、前記液体洗剤自動投入機構２は、給水機構によって前記給
水経路Ｌ１を介して前記洗濯槽４内に水が注入される開始タイミングに合わせて、前記給
水経路Ｌ１に対して液体洗剤を投入するように構成してある。
【００２５】
　さらに、この洗濯機１００は、前記排水経路Ｌ２において前記排水弁の近傍に１対の電
極５１からなる電極式の導電率測定器５を備えており、この導電率測定器５で測定される
導電率（インピーダンス、電極間電位差）に基づいて水に含まれる液体洗剤量の一種であ
る洗剤濃度を検知するように構成してある。検知された洗剤濃度は、前記液体洗剤自動投
入機構２における異常検知や、洗剤投入量の制御のために用いられる。
【００２６】
　その他に前記洗濯機１００は、ＣＰＵ、メモリ、入出力手段、Ａ／Ｄ、Ｄ／Ａコンバー
タ等を備えたいわゆるコンピュータからなる制御装置６を備え、前記メモリに格納されて
いるプログラムが実行されて、各種機器が協業することにより、少なくとも、洗濯物重量
算出部６１、給水制御部６２、液体洗剤投入機構制御部６３、液体洗剤量検知部６４、異
常検知部６５としての機能を実現するように構成してある。
【００２７】
　各部について詳述する。
【００２８】
　前記洗濯物重量算出部６１は、洗浄工程の開始直後において洗濯槽４をモータＭにより
回転させ、その時のモータ電気子電流等に基づいて洗濯物の重量を算出するものである。
【００２９】
　前記給水制御部６２は、前記給水経路Ｌ１上に設けられた給水弁１とともに前記給水機
構を構成するものである。すなわち、この給水制御部６２の動作によって、前記給水機構
は前記給水経路Ｌ１に対して給水し、前記液体洗剤自動投入機構２により前記給水経路Ｌ
１に投入された液体洗剤を水とともに前記洗濯槽４へと注入する機能を実現している。よ
り具体的には、前記給水制御部６２は、前記洗濯物重量算出部６１により算出された洗濯
物重量に対応して必要となる規定水位まで水が洗濯槽４内に注入されるように前記給水弁
１を開放するように構成してある。
【００３０】
　前記液体洗剤投入機構制御部６３は、前記液体洗剤自動投入機構２の液体洗剤の投入開
始タイミングと、その投入時間を制御するものである。すなわち、前記給水制御部６２に
おける給水弁１の開放信号を受信すると同時に前記液体洗剤自動投入機構２から液体洗剤
の投入が開始されるように制御し、洗濯槽４内に液体洗剤が注入されるようにしている。
【００３１】
　前記液体洗剤量検知部６４は、前記導電率測定器５において測定される導電率に基づい
て、前記液体洗剤自動投入機構２により投入された液体洗剤の濃度を検知するものである
。より具体的には、洗浄工程開始直後であり、前記給水制御部６２により給水が開始され
た直後における高濃度状態の液体洗剤の導電率から規定水位における液体洗剤の濃度を算
出するものである。
【００３２】
　言い換えると、前記液体洗剤量検知部６４が、前記給水機構による給水開始後において
水が前記一対の電極５１に接触した時点から所定時間経過するまでの期間である接触直後
期間において測定された導電率に基づいて液体洗剤量を検知するように構成してある。前
記所定時間は、例えば、導電率が測定されて始めてから、すなわち、前記一対の電極５１
に水が接触してから前記導電率測定器５により測定される導電率が略一定値に安定するま
でに係る時間に設定してある。
【００３３】
　前記異常検知部６５は、前記液体洗剤量検知部６４で検知された洗剤濃度又は前記導電
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る。より具体的には、液体洗剤が洗濯槽４に投入されていない異常について検知する。
【００３４】
　このように構成された洗濯機１００の液体洗剤量の検知に関する動作及び前記液体洗剤
量検知部６４の詳細について図２のフローチャートを参照しながら説明する。
【００３５】
　まず洗浄工程が開始されると、前記洗濯物重量算出部６１により、洗濯物の重量が算出
される（ステップＳ１）。
【００３６】
　次に前記給水制御部６２は洗濯槽４内に導入する水量を洗濯物の重量に基づいて決定し
、その水量に応じた液体洗剤の投入量が前記液体洗剤投入機構制御部６３において決定さ
れる。ここで、前記液体洗剤投入機構制御部６３は、前記投入量に対応する投入時間を算
出して、前記液体洗剤自動投入機構２を動作させて、前記給水経路Ｌ１内に液体洗剤を投
入させる。なお、この時点では前記給水経路Ｌ１に対して前記給水機構は水の導入を開始
していない（ステップＳ２）。
【００３７】
　次に前記給水制御部６２は、前記給水弁１を開放して前記洗濯槽４への水の注入を開始
する（ステップＳ３）。
【００３８】
　この給水開始から前記導電率測定器５による測定が開始され（ステップＳ４）、前記液
体洗剤量検知部６４は前記導電率測定器５により測定された導電率の最高値をホールドし
続ける（ステップＳ５）。ここで前記液体洗剤量測定部は、所定値以上の導電率であるか
どうか（ステップＳ６）、前述した前記接触直後期間内であるかどうか（ステップＳ７）
により、ステップＳ４、Ｓ５を繰り返し、導電率の最高値を探索し続ける。例えば、前記
導電率測定器５により測定される導電率、すなわち、一対の電極５１間に所定の電圧を印
加した際の電極５１間における電位差を示す電極５１回路出力値の変化は、洗剤濃度ごと
に図３に示されるように変化し、それぞれ最高値が異なっていることがわかる。すなわち
、最高値が大きいほど洗剤濃度が高くなる。なお、図３に示している洗剤１倍、洗剤２倍
との表記は、規定水位に対して推奨される洗剤濃度に対して何倍の濃度に相当する液体洗
剤が注入されているかを示している。
【００３９】
　導電率の最高値が取得されると、前記液体洗剤量検知部６４を構成する洗剤量判定部（
図示しない）は、その導電率の最高値により、閾値記憶部（図示しない）に記憶されてい
る複数の洗剤量閾値に基づいて対応する洗剤濃度を判定する。また、その濃度の判定結果
に基づいて前記異常検知部６５は前記液体洗剤自動投入機構２の異常を検知する（ステッ
プＳ８）。なお、前記異常検知部６５において異常が検知される場合は、図４の上側グラ
フに示すように前記一対の電極５１に接続された電極５１回路からの出力値はほとんどピ
ークがなく水の導電率に相当する電圧で一定であるが、正常に液体が投入されると、一対
の電極５１に水が接触したときから所定時間の間に出力電圧のピークがあるとともに前記
接触直後期間内において略単調減少し、その後、水の導電率に対応する出力電圧で安定す
る事が分かる。すなわち、出力電圧のピークがあるかないかでも前記異常検知部６５は異
常を検知することができる。
【００４０】
　前記ステップＳ８における洗剤量の判定例について表１を示す。表１に示すものはある
銘柄の洗剤について３０Ｌの水に対して１０ｇの洗剤の使用が推奨されているものである
。
【００４１】
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【表１】

　ここで表１において洗剤量閾値として記載しているインピーダンスと、前記導電率測定
器５により測定された導電率は、電極５１間の離間距離に基づいてインピーダンスに変換
される。また判定結果に記載している濃度は、規定水量となった時に推奨される洗剤濃度
に対して何倍であるかを示している。また、この洗剤量判定閾値は予め実験等により液体
洗剤の種類又は銘柄ごとに作成してある。
【００４２】
　もし、ステップＳ８における洗剤濃度の判定において１倍以下の判定結果が出ている場
合には、前記液体洗剤投入機構制御部６３は、前記液体洗剤自動投入機構２に対して再度
液体洗剤を投入させる。この際、推奨される液体洗剤量に対する足りない分の液体洗剤量
の比を投入時間に乗じて投入時間を減らした形で液体洗剤の追加が行われる。なお、液体
洗剤が投入されていない場合には、既定の投入時間で再度液体洗剤の投入が試みられる（
ステップＳ９）。
【００４３】
　そして、設定水位となった時点で（ステップＳ１０）、前記給水制御部６２は、前記給
水弁１を閉止して給水を止める（ステップＳ１１）。
【００４４】
　最後に洗濯槽４の回転が開始され洗濯物の洗いが開始される（ステップＳ１２）。
【００４５】
　このように本実施形態の洗濯機１００は、給水が開始された直後であり、液体洗剤であ
っても投入量の違いによる導電率の違いが表れる前記接触直後期間における導電率の値に
基づいて前記液体洗剤量検知部６４は液体洗剤量を検知するように構成しているので、従
来はその量や濃度を特定しにくかった液体洗剤についても精度よく検知することができる
。
【００４６】
　したがって、前記液体洗剤自動投入機構２の故障や、投入量の誤差を検知することがで
き、異常をユーザに通知したり、液体洗剤の投入量を正確に補正したりすることができる
。
【００４７】
　次に本発明の別の実施形態について説明する。
【００４８】
　前記実施形態では、前記液体洗剤量検知部６４は前記導電率測定器５により測定された
導電率の最高値に基づいて、投入されている液体洗剤量である洗剤濃度を検知するよう構
成していたが、この実施形態では、図５のグラフに示すようにピークの導電率と安定後の
導電率の差で投入されている液体洗剤量を検知するように構成してある。
【００４９】
　より具体的には、前記液体洗剤量検知部６４は、測定された導電率の変化量とその変化
量の値に対応する複数の洗剤量閾値に基づいて対応する洗剤濃度が判定されるように前記
液体洗剤量検知部６４は構成してある。
【００５０】
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　例えば、このような方式で洗剤量を検知する場合の判定例として表２に示すものが挙げ
られる。なお、各種条件は表１と揃えてある。
【００５１】
【表２】

【００５２】
　この実施形態の液体洗剤量の検知方法であれば、使用される水の硬度による導電率への
影響をなくしつつ正確に洗剤量の推定を行うことができる。
【００５３】
　最後に図６により洗剤濃度が規定水位に対して推奨されている濃度にした通常濃度時と
、その１０倍濃度時におけるインピーダンスの違いを示す。図６から明らかなように洗濯
が開始される規定水位まで水が洗濯槽４に注入されて、液体洗剤が希釈されてしまうと、
その洗剤濃度の違いによるインピーダンスの違いはほとんどない。したがって、満水の状
態で導電率を測っても洗剤濃度を算出ことは液体洗剤の場合略できない。一方、給水開始
直後等の１０倍濃度時であれば、各濃度においてインピーダンスが測定可能な程度に分離
されており、導電率を測定することで洗剤濃度を算出できることが図６からも分かる。
【００５４】
　その他の実施形態について説明する。
　使用される洗剤の違いがあったとしても正確に洗剤量の検知が行えるようにするために
、前記液体洗剤自動投入機構により投入される液体洗剤の種類又は銘柄を受け付ける種類
・銘柄受付部をさらに備え、前記液体洗剤量検知部が、前記種類・銘柄受付部において受
け付けられた液体洗剤の種類又は銘柄に基づいて、洗剤量又は洗剤量判定閾値を補正する
ものであっても構わない。
【００５５】
　前記実施形態では、液体洗剤量は洗剤濃度であったが、洗剤投入量として検知してもよ
いし、その他、液体洗剤が投入されたかどうかのみを検知するようにしてもよい。また、
本発明は斜めドラム型の洗濯機に限られるものではなく、その他の縦型や横型の洗濯機で
あっても構わない。
【００５６】
　また、前記各実施形態では、導電率測定器を構成する一対の電極は排水経路に設けられ
ていたが、例えば、外槽の排水経路近傍に設けてもよい。要するに洗浄工程における再初
期の高濃度状態での導電率を測定可能な位置に前記一対の電極が設けられていればよい。
【００５７】
　前記各実施形態において示した接触直後期間の設定例としては、前記接触直後期間の長
さが、前記給水機構により洗浄工程において設定水位まで給水されるのにかかる時間の略
１／５に設定されているものが挙げられる。このような条件であれば、液体洗剤であって
も洗剤投入量の違いが導電率の違いとして検出することができる。
【００５８】
　その他、本発明の趣旨に反しない限りにおいて様々な変形や実施形態の組み合わせを行
っても構わない。
【符号の説明】
【００５９】
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１　　　　：給水弁
２　　　　：液体洗剤自動投入機構
３　　　　：外槽
４　　　　：洗濯槽
５　　　　：導電率測定器
６　　　　：制御装置
５１　　　：電極
６１　　　：洗濯物重量算出部
６２　　　：給水制御部
６３　　　：液体洗剤投入機構制御部
６４　　　：液体洗剤量検知部
１００　　：洗濯機
Ｌ１　　　：給水経路
Ｌ２　　　：排水経路
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